
2014 旭川フットサル ファクト＆GAVICカップ 開催要項  
 
１．主 催：旭川フットサル連盟  
２．主 管：旭川フットサル連盟  
３．後 援：旭川地区サッカー協会  
４．協 賛：フットサルプロショップ ファクト 、GAVIC 
５．開催日程：平成２６年１０月２６日 （日曜日）１次ラウンド 
	 	 	 	 	 	 ：平成２６年１１月１６日（日曜日）決勝ラウンド 
６．会 場：１次ラウンド：旭川市総合体育館 
	 	 	 	 	 ：決勝ラウンド：旭川大成市民センター体育館 
７．参加資格  
(1)北海道フットサルリーグ・旭川フットサル クリスタルリーグ・チャレンジリ
ーグの登録選手ではないこと。 
(2)参加選手は他の参加チームと二重登録されていないこと。 
(3)外国籍選手は 3名までの登録であること。 
(4)18歳未満の選手登録の際は保護者の同意を得ること。 
(5)チーム代表者は責任の負える成人であること。 
(6)開催期間中の追加選手登録は不可とする。 
(7)1チームの選手登録は 8名以上とし、上限は無しとする。 
(8)連続の試合に耐えうる健康体であること。 
 
８．参加チーム及びその数：１２チーム 
規定のチーム数を超えた場合は、旭川リーグ所属チームを優先した上で抽選と

する 
 
９．競技方法  
(1) 1グループ 3チームとして 4グループ、最大 12チームで１次ラウンド（総
当り）を行う。 
決勝トーナメントは、予選各グループの 1 位のチームの４チームでのノックア
ウト方式で行う。（参加チーム数により変更あり）  
(2)試合時間は 20分間 (前後半各 10分間) 、ハーフタイムのインターバル 3分
間 (前半終了から後半開始前まで) のランニングタイムでおこなう 



(3)１次リーグにおいて、規定の競技時間を終了して同点の場合は引き分けとし、
決勝トーナメントにおいてはＰＫ戦をおこなう。  
(4)リーグ戦の勝者には、勝－３、引分－１、負－０の勝点を与える。  
(5)リーグ戦の順位は、勝点、当該チーム間の勝敗、得失点差、総得点の順によ
って決定する。  
 
１０．競技規則  
(1)本年度（財）日本サッカー協会制定の「フットサル競技規則」によるものを
原則とし、本大会においては以下に掲げる規則を特別に制定する。  
(2)競技開始前のエントリー票（参加申込書）に登録した選手の交代はその範囲
内で自由である。  
(3) 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず、それ以
降の処置については大会の規律委員会で決定する。  
(4)本大会期間中、警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。  
 
１１．参加申込  
(2)参加申込書は所定の申込書１部と必要書類を期日までに下記申込先にメール
にて送付すること。  
(3)参加料  
	 	 旭川リーグ所属チーム：６､０００円 
	 	 それ以外のチーム	 	 ：１０，０００円 
(4)申込締切日 平成２６年 １０月１９日（日）ＰＭ５：００ メール必着  
(5)必要書類 参加申込書、プライバシーポリシー同意書、親権者同意書  
(6)申込先 旭川フットサル連盟  メール：entry@a-futsal.com  
(7)参加申込をした各チームには、後日参加の可否、及び参加料の支払い方法な
どを通達する。  
 
１２．審 判  
本大会においては、帯同審判員制はとらない。  
 
１３．ユニフォーム  
(1)（財）日本サッカー協会「ユニフォーム規程」を遵守したユニフォームとす



る。  
(2)大会当日までにユニフォームを用意できないチームは、ビブスでも認めるも
のとする。 
 
１４．組合せ  
大会当日までに、大会主催者において抽選決定する。  
 
１５．表彰 
優勝・準優勝チームには協賛企業より賞品を授与する 
 
１６．負傷及び事故の責任  
大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うものとする。  
又、救急用具は各チームにおいて準備する事が望ましい。  
 
１７．その他  
(1)選手の資格に関して、その他、不都合な行為があった場合、そのチームの出
場を停止する  
(2)選手は、スポーツ傷害保険または、それに準じた保険に加入していること。  
(3)不戦敗扱い及び不正な行為に基づく処分等については大会本部において取り
決める。  
(4)施設（旭川市総合体育館・大成市民センター体育館）を使用させて頂くにあ
たり、それぞれの使用規則を厳守して施設の関係者はもちろん、他の利用者に

迷惑等をかけないように、代表者は選手に徹底すること。 
(5)震災等、不測の事態が発生した場合には、本大会運営委員会において協議の
上対処する。中断・中止・延期することがあることを留意のこと。 
 
以上 


